　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　令和８年１月吉日
各　 位　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳴門労働基準協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　富田　純弘
クレ－ン運転業務特別教育講習のご案内
（学科教育のみの受講もできます）

　平素は、当協会の事業に種々ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、労働安全衛生法は、「事業者は、下記“クレ－ンの運転の業務”に労働者をつかせるときは当該業務に関する特別の教育を行わなければならない」と定めています。

　労働安全衛生法第５９条（安全衛生教育）
　　第３項　危険・有害業務に関する特別教育
  労働安全衛生規則第３６条（特別教育を必要とする業務）
　　第15号 次に掲げるクレーンの運転の業務
　　　　　 イ　つり上げ荷重が５トン未満のクレーン
　　　　　ロ　つり上げ荷重が５トン以上のテルハ

　当協会では、事業者の皆様方に代わり、このクレーンの特別教育を下記により行います。特別教育は労働災害防止を目的としたものであり、上記クレーンの運転の業務に従事する者すべてが対象となりますので、特別教育を未だ修了していない者をぜひ参加させていただくようご案内申し上げます。
　尚、つり上げ荷重５トン以上のクレーンの運転についてはクレーン運転士免許または技能講習修了証が必要となります。

	１．日　時　　　令和８年３月１７日（火）（学科）
午前９時００分～午後４時（受付８時４５分から）
 　　１８日（水）（学科）午前９時００分～午後０時００分（受付８時４５分から）
 　　１８日（水）（実技）午後１時００分～午後５時００分
 ２．場　所　　３月１７日、１８日（学科）　鳴門市地域共生センター　１階多目的室
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳴門市撫養町南浜字東浜３１－３６　　　　　　　　　　　　　　　１８日午後（実技）鳴門市撫養町大桑島字濘岩 (すべりいわ)浜 (はま)番外１の
井上建設(株)桑島倉庫で行います。
 ３．対象となるクレ－ン
 　　①つり上荷重が５トン未満のクレ－ン
 　　②つり上荷重が５トン以上の跨線テルハ（本案内書末尾参考）
 　　なお、移動式クレーン、デリックは該当しません
 ４．講習科目
 　　①クレ－ンに関する知識
 　　②クレ－ンの運転のために必要な力学に関する知識
 　　③関係法令
 　　④原動機及び電気に関する知識
 　　⑤実技（受講希望者のみ）
５．受講料（各金額は税込です）
 　　①会　員 受講料　13,750円（学科のみ11,550円）＋ テキスト代　1,705円
　　　　　　　  合計　15,455円（学科のみ13,255円）
 　　②非会員 受講料　17,050円（学科のみ14,850円）＋ テキスト代　1,705円
　　　　　　    合計　18,755円（学科のみ16,555円）
　　　徳島・三好・阿南の労働基準協会会員は会員扱いと致します。


	６．受講申込み手続き
 　　①申込み方法
 　　　　同封受講申込書に受講料を添えて申し込んで下さい。FAX、E-mail
 　　　　で申込みをして受講料を銀行振込にしていただいても結構です。
　　　　 　振込口座　 鳴門労働基準協会　会長　富田 (とみた)純弘 (よしひろ)
阿波銀行鳴門支店 普通預金 口座番号 0804368
　　　 　　　　　　　　振込手数料は御社にてご負担をお願いします。
 ◆インボイス対応しておりますので、領収証をご利用の方は発行させていただきます。
　　　　　　　    請求書・領収証が必要な方は申込書の所定欄にご記入をお願いいたします。
　　　　　　　　　  　（※メールでの対応もさせていただきます。）
 　　②申込み先
     　　鳴門労働基準協会
 　　　　　〒772-0002 鳴門市撫養町斎田字西発73-3
 　　　　　TEL 088-685-7004　FAX 088-685-7023
　　　　　　　 E-mail：naruto-rkk@muse.ocn.ne.jp
 　　③申込み締切り
 　　　　３月６日（金）
     ④その他
 　　　・複数名受講される場合は、受講申込書は必要数だけコピーしてください。
       ・受講にかかる受講者の個人情報は厳重に管理し、修了証交付上の管理以外の
         目的には使用いたしません。
 　　　・受講申込書は協会ホームペ－ジからもダウンロードできます。
　　　　　 　URL：https://tagjp.under.jp/n-rkk/
 ７．修了証
 　　 ・実技も受講した場合は学科・実技全課程修了の修了証となります。
 　　 ・学科のみ受講した場合は学科のみの修了証となります。各事業所等で実技教育を実施し、修了証の実技教育証明蘭に記入・押印をしてください。
 ８．その他
 　　 ・昼食は用意しておりません。受講者ご自身でお済ませください。
　　　     ・ヘルメット・安全靴・保護手袋をお持ちの方はご持参ください。（２日目午後実技教育受講者。ヘルメットは協会でも準備いたしますが、共同使用となる場合があります。）
　　  ・お問い合わせ先は申込み先と同じです。
　　　


　　
（参考）テルハ

　荷の上げ下げと走行はりに沿った移動（横行）のみを行うクレーンをテルハといいます。Ｉ形鋼（工場建屋、倉庫等の天井に取付けられている場合が多い。）の下フランジに電気ホイストまたは電動チェーンブロックをつり下げた簡単な構造のものが多い。床上で操作するものが多いが、その作業範囲はＩ形鋼に沿った線上のみです。簡単で取扱いが容易なため広く用いられます。これもクレーンに該当します。
　テルハのうち、鉄道において、手荷物を積んだ車などをつり上げ、線路をこえて運搬するために使用されるものは、特に跨線（こせん）テルハと呼んで区別されています。

